
平成２０年産米の市町村別需要量に関する情報の
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平 成 １ ９ 年 １ ２ 月 １ ８ 日

愛知県水田農業構造改革推進会議

国から本県への需要量に関する情報

１ 農林水産省は、平成１９年１１月３０日に全国の平成２０年産米の需要見通しを

８１９万ﾄﾝ（平成19年産８３５万㌧）とするとともに、全国の需要量に関する情報

を８１５万トン（平成19年産８２８.4万㌧ 、面積換算値が１５４万ヘクタールと）

されました。

また、平成１９年１２月５日に都道府県別の需要量に関する情報の通知があり、

本県に対しては１４４，３７０㌧（平成19年産１４５，５３０㌧ 、面積換算値）

２８，５３０ヘクタールとされました。

２ 都道府県別の需要量に関する情報は、都道府県別の平成２０年産米の需要見通し

から、平成１９年産の過剰生産量等を考慮して決定されました。

３ 需要量に関する情報の具体的な算定には、次の（１）及び（２）の要素が用いら

れました。

（１）算定要素

各都道府県産米の需要実績から算定した平成２０年産米の需要見通し

［１４６，３２１㌧（１４８，２７０㌧ ］）

（２）過剰生産分の控除

平成１９年産の過剰生産量を、都道府県別に控除

［１，９５０㌧（２，７３６㌧ ］）

愛知県への需要量

（１ ［１４６，３２１㌧］－（２ ［１，９５０㌧］ ＝ １４４，３７１㌧） ）

１４４，３７０㌧≒

県段階から市町村への需要量に関する情報の設定方針

１ 本県においては、国が配分要素としている《需要見通し》の算定で用いた「米の

生産実績、６月末時点の在庫量及び政府米の販売量から算定した需要実績」は、市

町村別の在庫量及び政府米の販売量を示すデータが公表されていないことから、国

の算定要素を地域別に求めるのは困難であるため、以下の要素により算定すること

とする。

《需要見通し》に代えて、

《売れる米づくりを促進するための要素》として （19年産）

「地域の生産希望数量」を ５０％（５０％）

《需給調整の定着化に向けた取組み推進のための要素》として

「平成１９年度の集荷円滑化対策加入面積」を １５％（１５％）

「平成１９年度の水稲生産実施計画書を

提出した農業者の生産目標（確定）数量」を １０％（１０％）

《農業者・農業団体の主体的な需給調整システムへ円滑に移行するための要素》として

「平成１９年産米の生産目標数量の配分実績」を ２５％（２５％）

の計１００％を用いる。

２ 本県への需要量に関する情報が、平成１９年産米に比べて１，１６０㌧（０．８％

程度）減少していること及び地域における生産調整を含む営農体制の継続性に留意

するため、地域の配分に当たって、基本的には、上限は平成１９年産米の生産目標

数量までとし、下限は一定割合（対前年比減少率０．８％の２倍の１．６％程度）

までとして調整を行う。

３ また、本県への需要量に関する情報には、種子としての生産や学校田における生

産といった、実数として確保する必要がある数量が含まれていることから、これら

については、本県への需要量に関する情報から予め控除しておき、該当地域の調整

後の数量に改めて加算する。

４ 上記により算定された市町村別の需要量に関する情報を農林統計による当該市町

村の１０アール当たり平均単収で除した面積換算値を、数量と併せて市町村に提示

する。


